
市第 20 号 

 

市第20号議案 

   首都高速道路株式会社が高速道路事業の許可事項を変更 

   することについての同意 

 首都高速道路株式会社から、同株式会社が行う高速道路事業につ

いて道路整備特別措置法第３条第１項の規定に基づき国土交通大臣

の許可を受けた事項の一部を変更するため国土交通大臣に許可申請

するのに際し、同条第７項において準用する同条第３項の規定によ

り同意を求められたので、これに同意する。 

   令和２年６月23日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

第１ 申請の対象となる高速道路の路線名 

 １ 神奈川県道高速横浜羽田空港（中区本牧ふ頭から鶴見区寛政

  町まで） 

 ２ 神奈川県道高速湾岸（金沢区並木三丁目から鶴見区扇島まで

  ） 

 ３ 横浜市道高速１号線 

 ４ 横浜市道高速２号線 

 ５ 横浜市道高速湾岸線 

 ６ 横浜市道高速横浜環状北線 

 ７ 横浜市道高速横浜環状北西線 

第２ 変更内容 

  料金の額及びその徴収期間の一部を次のように改める。 

  ２(1)中「首都高速道路株式会社（以下「会社」という。）が別

 に定める当該入口等に係る供用開始の期日」を「令和２年２月27

 日」に、「会社が別に定める横浜市道高速横浜環状北西線の供用
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 開始の期日」を「令和２年３月22日」に、「会社が別に定める時

 間内」を「首都高速道路株式会社（以下「会社」という。）が別

 に定める時間内」に改める。 

  ４(1)ア( イ )中「会社が別に定める横浜市道高速横浜環状北西線の

 供用開始の期日」を「令和２年３月22日」に改め、４(1)ケ( ウ )中「

 令和２年７月20日から９月６日まで」を「令和３年７月19日から

 ９月５日まで」に、「８月11日から同月24日まで」を「８月10日

 から同月23日まで」に改める。 

  ５エ中「令和２年７月20日から９月６日まで」を「令和３年７

 月19日から９月５日まで」に、「８月11日から同月24日まで」を

 「８月10日から同月23日まで」に改める。 

  別添３中 

 「 

岸 谷 生 麦 （ 横 浜 港 北 ジ ャ ン ク シ ョ ン

方 向 へ 進 行 す る 入 口 に 限 る 。） （ た

だ し 、 横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線

の 供 用 開 始 の 期 日 ま で 適 用 す る 。）  

    7.4     

岸 谷 生 麦 （ 横 浜 港 北 ジ ャ ン ク シ ョ ン

方 向 へ 進 行 す る 入 口 に 限 る 。） （ た

だ し 、 横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線

の 供 用 開 始 の 期 日 か ら 適 用 す る 。）  

   14.5     

新 横 浜 （ 横 浜 港 北 ジ ャ ン ク シ ョ ン 方

向 へ 進 行 す る 入 口 に 限 る 。） （ た だ

し 、 横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 の

供 用 開 始 の 期 日 ま で 適 用 す る 。）  

    1.2     

新 横 浜 （ 横 浜 港 北 ジ ャ ン ク シ ョ ン 方

向 へ 進 行 す る 入 口 に 限 る 。） （ た だ

し 、 横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 の

供 用 開 始 の 期 日 か ら 適 用 す る 。）  

    8.3     

            」 
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 を 

 「  
  

岸 谷 生 麦 （ 横 浜 港 北 ジ ャ ン ク シ ョ ン

方 向 へ 進 行 す る 入 口 に 限 る 。）  
   14.5     

新 横 浜 （ 横 浜 港 北 ジ ャ ン ク シ ョ ン 方

向 へ 進 行 す る 入 口 に 限 る 。）  
    8.3     

            」  

 に改める。 

 

   提 案 理 由 

 首都高速道路株式会社から、同株式会社が行う高速道路事業の許 

可事項を変更することについて同意を求められたので、道路整備特 

別措置法第３条第７項において準用する同条第４項の規定により提 

案する。 
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 参  考  

道 路 整 備 特 別 措 置 法 （ 抜 粋 ）   

 （ 高 速 道 路 の 新 設 又 は 改 築 ） 

第 ３ 条  会 社 は 、 機 構 と 独 立 行 政 法 人 日 本 高 速 道 路 保 有 ・ 債 務 返 済 

機 構 法 （ 平 成 16 年 法 律 第 100 号 。 以 下 「 機 構 法 」 と い う 。） 第 13

条 第 １ 項 に 規 定 す る 協 定 （ 以 下 単 に 「 協 定 」 と い う 。） を 締 結 し

た と き は 、 高 速 自 動 車 国 道 法 （ 昭 和 32 年 法 律 第 79 号 ） 第 ６ 条 の 規

定 、 道 路 法 第 12 条 、 第 15 条 、 第 16 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 本 文 、

第 17 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 若 し く は 第 88 条 第 ２ 項 の 規 定 又 は 同

法 第 16 条 第 ２ 項 た だ し 書 若 し く は 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 成

立 し た 協 議 （ 同 法 第 16 条 第 ４ 項 又 は 第 19 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 成

立 し た も の と み な さ れ る 協 議 を 含 む 。） に よ る 管 理 の 方 法 の 定 め

に か か わ ら ず 、 当 該 協 定 に 基 づ き 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 受 け て 、

高 速 道 路 を 新 設 し 、 又 は 改 築 し て 、 料 金 を 徴 収 す る こ と が で き る 

 。 

２  会 社 は 、 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 協 定 そ の 他 国 土 

交 通 省 令 で 定 め る 書 類 を 添 付 し て 、 当 該 協 定 の 対 象 と な る 高 速 道

路 （ 当 該 高 速 道 路 に つ い て ２ 以 上 の 会 社 が 協 定 を 締 結 し た 場 合 に

は 、 当 該 協 定 に 対 応 す る 高 速 道 路 の 各 部 分 ） ご と に 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 国 土 交 通 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 

 。 

(1)  高 速 道 路 の 路 線 名 

(2)  新 設 又 は 改 築 に 係 る 工 事 の 内 容 

(3)  収 支 予 算 の 明 細 

(4)  料 金 の 額 及 び そ の 徴 収 期 間 
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３  会 社 は 、 第 １ 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 

申 請 に 係 る 高 速 道 路 が 、 道 路 法 第 13 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 区 間

（ 以 下 「 指 定 区 間 」 と い う 。） 外 の 一 般 国 道 で あ る 場 合 に あ っ て

は 当 該 高 速 道 路 の 道 路 管 理 者 と 協 議 し 、 都 道 府 県 道 又 は 道 路 法 第

７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 指 定 市 （ 以 下 「 指 定 市 」 と い う 。） の 市 道

で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 高 速 道 路 の 道 路 管 理 者 の 同 意 を 得 な け

れ ば な ら な い 。 

４  前 項 の 規 定 に よ り 道 路 管 理 者 が 協 議 に 応 じ 、 又 は 同 意 を し よ う 

と す る と き は 、 道 路 管 理 者 で あ る 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経

な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ５ 項 省 略 ） 

６  会 社 は 、 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 後 、 第 ２ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 （ 国 

土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。） 又 は 第 ４ 号 に 掲 げ

る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。 

７  第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 た 

だ し 、 指 定 区 間 外 の 一 般 国 道 、 都 道 府 県 道 又 は 指 定 市 の 市 道 で あ

る 部 分 と こ れ ら 以 外 の 部 分 と で 構 成 さ れ て い る 高 速 道 路 に あ っ て

は 、 指 定 区 間 外 の 一 般 国 道 、 都 道 府 県 道 又 は 指 定 市 の 市 道 で あ る

部 分 に つ い て 第 ２ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 （ 前 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め

る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。） 又 は 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ

う と す る 場 合 に 限 る 。 

（ 第 ８ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 
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                     事 計  第  ９  号 

                     令 和 ２ 年 ４ 月 21 日 

 横 浜 市 

 代 表 者  横 浜 市 長  林  文 子  殿 

            首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 

            代 表 取 締 役 社 長  宮  田  年  耕  印 

   「 都 道 首 都 高 速 １ 号 線 等 に 関 す る 事 業 」 の 変 更 に つ い て 

   （ 同 意 申 請 ） 

 標 記 に つ い て 、 道 路 整 備 特 別 措 置 法 （ 昭 和 31 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 ３

条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 「 都 道 首 都 高 速 １ 号 線 等 に 関 す る 事 業 」

の う ち 、 貴 市 が 道 路 管 理 者 で あ る 高 速 道 路 に つ い て 、 別 添 の と お り

変 更 し た い の で 、 同 条 第 ７ 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 同 条 第 ３ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 同 意 を 求 め ま す 。 
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                          別  添  

第 １  申 請 の 対 象 と な る 高 速 道 路 の 路 線 名 

１  神 奈 川 県 道 高 速 横 浜 羽 田 空 港 （ 横 浜 市 中 区 本 牧 ふ 頭 か ら 同 市

鶴 見 区 寛 政 町 ま で ） 

 ２  神 奈 川 県 道 高 速 湾 岸 （ 横 浜 市 金 沢 区 並 木 三 丁 目 か ら 同 市 鶴 見

区 扇 島 ま で ） 

 ３  横 浜 市 道 高 速 １ 号 線 

 ４  横 浜 市 道 高 速 ２ 号 線 

 ５  横 浜 市 道 高 速 湾 岸 線 

 ６  横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 線 

 ７  横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 

第 ２  変 更 内 容 

 ３  料 金 の 額 及 び そ の 徴 収 期 間 

 別 紙 ― ５ の 一 部 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 ２ (1) 中 「 首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。） が 別 に  

定 め る 当 該 入 口 等 に 係 る 供 用 開 始 の 期 日 」 を 「 令 和 ２ 年 ２ 月 27 日 」

に 、 「 会 社 が 別 に 定 め る 横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 の 供 用 開 始 の

期 日 」 を 「 令 和 ２ 年 ３ 月 22 日 」 に 、 「 会 社 が 別 に 定 め る 時 間 内 」 を

「 首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。） が 別 に 定 め る 時

間 内 」 に 改 め る 。 

 ４ (1) ア (イ) 中 「 会 社 が 別 に 定 め る 横 浜 市 道 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 の 供

用 開 始 の 期 日 」 を 「 令 和 ２ 年 ３ 月 22 日 」 に 改 め 、 ４ (1) ケ (ウ) 中 「 令 和

２ 年 ７ 月 20 日 か ら ９ 月 ６ 日 ま で 」 を 「 令 和 ３ 年 ７ 月 19 日 か ら ９ 月 ５

日 ま で 」 に 、 「 ８ 月 11 日 か ら ８ 月 24 日 ま で 」 を 「 ８ 月 10 日 か ら ８ 月

23 日 ま で 」 に 改 め る 。 
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 ５ エ 中 「 令 和 ２ 年 ７ 月 20 日 か ら ９ 月 ６ 日 ま で 」 を 「 令 和 ３ 年 ７ 月

19 日 か ら ９ 月 ５ 日 ま で 」 に 、 「 ８ 月 11 日 か ら ８ 月 24 日 ま で 」 を 「 ８

月 10 日 か ら ８ 月 23 日 ま で 」 に 改 め る 。 

 別 添 ３ 中 

「 

岸谷生麦（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。）（た  

だし、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日まで適用する。）  

 

  7.4    

岸谷生麦（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。）（た  

だし、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から適用する。）  

 

   14.5    

新横浜（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。）（ただ  

し、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日まで適用する。）  

 

  1.2    

新横浜（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。）（ただ  

し、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から適用する。）  

 

  8.3    

 

」 を 

「 

岸谷生麦（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。）      14.5    

新横浜（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。）    8.3    

」 に 改 め る 。 
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位 置 図 

神奈川県道高速横浜羽田空港（中区本牧ふ頭から鶴見区寛政町まで） 

神奈川県道高速湾岸（金沢区並木三丁目から鶴見区扇島まで） 

横浜市道高速１号線 

横浜市道高速２号線 

横浜市道高速湾岸線 

横浜市道高速横浜環状北線 

横浜市道高速横浜環状北西線 
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